
9月定例会結果 

九
月
定
例
会 

指
定
管
理
者
制
度
導
入
や
平
成
二
十
年
度
決
算
等
を
審
議 

四
十
議
案
中
十
議
案
を
否
決
、
修
正
可
決
と
継
続
審
議
は
一
議
案
ず
つ 

 
 

                  議
員
定
数
改
正
案
を
否
決 

 

前
回
、
前
々
回
に
引
き
続
き

市
長
か
ら
、
次
の
選
挙
か
ら
議

員
定
数
を
十
三
人
に
す
る
改
正

案
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
賛

成
少
数
で
否
決
し
ま
し
た
。 

な
お
、
採
決
の
際
に
は
議
会

の
権
能
の
発
揮
や
面
積
も
考
慮

す
る
べ
き
で
あ
る
な
ど
と
し
た

反
対
討
論
も
行
わ
れ
ま
し
た
。 

  市
長
の
給
料
を
元
に
戻
す

条
例
改
正
案
を
否
決 

 

現
在
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
削
減

さ
れ
て
い
る
市
長
の
給
料
に
つ

い
て
は
、
改
正
前
の
規
定
に
戻

し
支
給
す
る
た
め
の
条
例
改
正

案
が
市
長
か
ら
提
出
さ
れ
ま
し

た
が
、
議
員
か
ら
報
酬
審
議
会

に
諮
っ
て
か
ら
提
出
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
な
ど
と
し
た
反
対
討

論
も
行
わ
れ
、
採
決
の
結
果
、

賛
成
少
数
で
否
決
し
ま
し
た
。 

一
般
会
計
補
正
予
算
案
を

修
正
可
決
に 

青
ネ
ギ
生
産
組
合
へ
の
補
助
金

（
五
百
五
十
万
円
）
を
削
減 

そ
の
他
は
原
案
の
と
お
り
可
決 

 

八
億
円
あ
ま
り
に
も
の
ぼ
る

補
正
予
算
案
が
市
長
か
ら
提
出

さ
れ
、
議
会
は
総
務
文
教
常
任

委
員
会
委
員
長
報
告
の
と
お
り

そ
の
一
部
を
削
除
す
る
修
正
可

決
と
し
ま
し
た
。 

（
本
件
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、

三
ペ
ー
ジ
及
び
四
ペ
ー
ジ
に
再

掲
し
て
い
ま
す
。
） 

  平
成
二
十
年
度
各
会
計
決

算
を
原
案
の
と
お
り
認
定 

 

一
般
会
計
を
始
め
十
一
会
計

の
決
算
認
定
議
案
が
市
長
か
ら

提
出
さ
れ
、
採
決
の
結
果
、
い

ず
れ
も
原
案
の
と
お
り
認
定
し

ま
し
た
。 

な
お
、
採
決
の
際
に
は
反
対
・

賛
成
の
討
論
が
そ
れ
ぞ
れ
行
わ

れ
ま
し
た
。 

決
算
認
定
は
特
に
重
要
な
議

案
で
あ
る
こ
と
か
ら
、議
会
は「
決

算
審
査
特
別
委
員
会
」
を
設
置

し
、
集
中
し
て
審
査
に
当
た
り

ま
し
た
。 

（
委
員
会
で
出
さ
れ
た
意
見
等

は
、
四
ペ
ー
ジ
に
再
掲
。
） 

 
 

教
育
委
員
の
任
命
同
意 

十
回
目
も
否
決 

 

当
初
、
今
議
会
に
は
提
出
さ

れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
市

長
か
ら
追
加
提
出
さ
れ
、
議
会

は
否
決
し
ま
し
た
。 

常
任
委
員
会
を
三
つ
か
ら

二
つ
へ 

 

十
二
月
一
日
以
降
、
市
議
会

議
員
は
二
十
一
人
か
ら
十
五
人

に
な
り
ま
す
。 

現
在
、
議
会
は
三
つ
の
常
任

委
員
会
を
設
置
し
て
い
ま
す
が
、

十
二
月
以
降
は
「
総
務
文
教
常

任
委
員
会
」
と
「
厚
生
建
設
常

任
委
員
会
」
の
二
つ
の
委
員
会

を
設
置
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
所
管

す
る
議
案
な
ど
を
審
査
す
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。 

こ
の
た
め
に
必
要
な
条
例
改

正
案
を
議
会
運
営
委
員
会
か
ら

提
出
し
、
議
会
は
原
案
の
と
お

り
可
決
し
ま
し
た
。 

  監
査
及
び
結
果
報
告
を 

求
め
る
決
議
を
否
決 

 

建
設
経
済
常
任
委
員
会
委
員

長
か
ら
報
告
が
あ
っ
た
道
路
改

良
工
事
の
随
意
契
約
に
関
し
て
、

議
員
か
ら
「
監
査
委
員
に
よ
る

監
査
の
実
施
と
結
果
報
告
を
求

め
る
決
議
案
」
が
提
出
さ
れ
ま

し
た
が
、
賛
成
少
数
で
否
決
し

ま
し
た
。 

採
決
の
際
に
は
、
今
定
例
会

に
提
出
さ
れ
た
監
査
委
員
の
意

見
書
に
も
報
告
さ
れ
て
お
り
、

更
に
監
査
す
る
必
要
は
な
い
と

の
反
対
討
論
が
あ
り
ま
し
た
。 

五
條
市
議
会
は
、
第
三

回
九
月
定
例
会
を
九
月
七

日
に
開
会
し
、
二
十
八
日

に
閉
会
し
ま
し
た
。 

第
三
回
九
月
定
例
会
で
は
、

市
長
か
ら
「
市
政
の
報
告

と
提
出
議
案
の
説
明
」
と
、

岸
本
悦
子
教
育
委
員
長
か

ら
「
教
育
委
員
会
の
点
検

評
価
報
告
」
を
受
け
、一
般

質
問（
四
議
員
）
、
議
案
審

議
な
ど
を
行
い
ま
し
た
。 

議
案
審
議
で
は
、
市
長
か
ら

提
出
さ
れ
た
平
成
二
十
年
度
一

般
会
計
な
ど
の
決
算
認
定
や
今

年
度
一
般
会
計
補
正
予
算
、
図

書
館
な
ど
の
十
一
施
設
に
指
定

管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
た
め

の
条
例
改
正
な
ど
三
十
七
議
案

の
う
ち
二
十
六
議
案
を
原
案
の

と
お
り
可
決
、認
定
、
同
意
な
ど

と
し
、一
議
案
は
修
正
可
決
、
一

議
案
は
継
続
審
議
と
し
、
九
議

案
に
つ
い
て
は
否
決
し
ま
し
た
。 

一
方
、
議
会
・
委
員
会
・
議

員
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
提
出
さ
れ
た

三
議
案
に
つ
い
て
は
、
二
議
案

は
原
案
の
と
お
り
可
決
な
ど
と

し
、
一
議
案
は
否
決
し
ま
し
た
。 

（
議
決
さ
れ
た
議
案
は
「
広

報
五
條
」
十
月
号
の
四
ペ
ー
ジ

に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
） 

  五
施
設
へ
の
導
入
を
原
案
の
と
お
り
可
決
、 

五
施
設
へ
の
導
入
は
否
決
、
一
施
設
へ
の
導
入
は
継
続
審
議 

 

市
内
十
一
施
設
に
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
す
る
た
め
の
条
例

改
正
案
が
提
出
さ
れ
、
滞
在
体
験
型
観
光
施
設
な
ど
の
五
施
設
へ

の
制
度
導
入
は
原
案
の
と
お
り
可
決
し
、
図
書
館
な
ど
の
五
施
設

へ
の
導
入
は
否
決
し
ま
し
た
。
な
お
、
西
吉
野
き
す
み
館
へ
の
導

入
に
つ
い
て
は
、
審
査
し
て
い
た
委
員
会
で
突
然
市
長
か
ら
「
や

め
る
」
と
の
発
言
が
あ
り
、
運
営
を
や
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
議
会

と
し
て
は
制
度
導
入
へ
の
賛
否
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
か
ら
、
継
続
審
議
と
す
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

市
内
十
一
施
設
に
指
定
管
理
者
制
度
を 

導
入
す
る
た
め
の
条
例
改
正
案 

《
可
決
し
た
施
設
》 

・
滞
在
体
験
型
観
光
施
設 

　（
旧
前
防
邸
　
新
町
） 

・
賀
名
生
の
里
歴
史
民
俗
資
料
館 

・
市
民
会
館 

・
西
吉
野
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー 

・
大
塔
木
材
加
工
品
等
展
示
販
売
施
設 

　（
大
塔
天
辻
館
） 

《
否
決
し
た
施
設
》 

・
市
立
図
書
館 

・
人
権
総
合
セ
ン
タ
ー 

・
衛
生
セ
ン
タ
ー（
し
尿
処
理
場
） 

・
斎
場（
ハ
ー
ト
ピ
ア
さ
く
ら
） 

・
中
央
公
園 

《
継
続
審
議
》 

・
西
吉
野
き
す
み
館 

議
決
結
果 


